
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 10月 10日発行（次号 10月 25日） 

編集：総務課（担当：壱岐
い き

 晃也
こ う や

33-6002） 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

http://www.town.shintomi.lg.jp/ 

本紙は、ホームページからダウンロードできます。 

お知らせ版 No.1 

小 中 学 校 運 動 会 開 催 ！ 

９月上旬から下旬にかけて、町内の各小中学校で運動会が開催されました。かけっこ、リレー、

大玉転がし、ダンス、応援合戦など、さまざまな競技に各団で団結して取り組み、各学校とも白熱

した運動会となりました。 

 

 宮崎県人権啓発推進協議会及び宮崎県が、宮崎地方法務局及び宮崎県人

権啓発活動ネットワーク協議会の協力のもと、宮崎県内全市町村において、

人権啓発パネル展示等を行ういきいきふれあいリレー啓発展を開催しま

す。 

 同和問題をはじめとする人権問題に対する理解と認識をより一層深めて

もらう機会となります。お気軽にご来館ください。 

 

 ✿開催場所：総合交流センターきらり（西回廊） 

✿開催期間：１０月１６日（火）から１０月２５日（木） 

問合せ：総務課（担当）平下
ひらした

善
よし

博
ひろ

☎33-6061 

新富町消防団では、火災や各種災害時に活躍していただけ

る消防団員及びラッパ部の女性団員を募集しています。 

ラッパ部の活動は、主に消防団行事の式典の際にラッパ等

の演奏を行います。 

年齢は１８歳以上で新富町内に居住、又は勤務する方であ

れば団員になることができます。  

過去に吹奏楽部だったという方はもちろん、ラッパを吹い

たことがない未経験者も大歓迎です。 

見学だけでも構いませんので、興味のある方は総務課まで

ご連絡ください。 

 

問合せ：町民課（担当）小嶋
こ じ ま

久
く

充代
み よ

☎33-6071 



～町税・保険料等は新富町の公共サービスを支える貴重な財源です～ 

町 県 民 税 第３期 

国 民 健 康 保 険 税 第４期  の納期限は １０月３１日（水）です。 

後期高齢者医療保険料 第４期   ※口座振替日は １０月２５日(木)です。 

介 護 保 険 料 第４期  

保 育 料 １０月期 

納期限内に、納付書裏面に記載してある各金融機関またはコンビニエンスストアでお納めください。 

また、口座振替を利用されている方は残高の確認をお願いします。 

今後とも、期限内納付にご協力をお願いします。 

平成３０年１０月１５日（月）～１０月２１日（日）は第６６回精神保健福祉普及運動期間とな
っています。本町では多くの人が精神保健及び精神障がい者の福祉に関する理解を深めるととも
に、精神障がい者の早期治療やその社会復帰と社会参加の促進を行っております。 
治療に関することや福祉サービスに関して不明な点や相談がある時は、下記へお問い合わせくだ

さい。 
【お問い合わせ先】 
○治療をはじめとする精神保健に関すること 
いきいき健康課 保健予防Ｇ 保健師 押川 美香（☎３３－６０５９） 

○福祉サービスに関すること 
福祉課 社会福祉Ｇ 清 紀文（☎３３－６３８２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※納期を経過する

と、督促料、延滞金

が加算されます。 

問合せ：税務課（担当）村岡
むらおか

佑樹
ゆ う き

☎33-6076 

新富町地域婦人連絡協議会では、ごみを減らし、再利用・再資源化を進めていくため、資源物回

収を行なっています。１１月の予定は、次のとおりとなっています。ご協力をお願いします。 

☆日  時  平成３０年１１月１２日（月）、２６日（月） 

       午前７：００～９：００（時間厳守） 

☆回収場所  町体育館（正面玄関東側駐輪場）・西体育館・上新田公民館（各駐輪場） 

       （＊雨天時、西体育館は、正面玄関前に移動します） 

☆収 集 物  古紙（新聞紙・チラシ）、雑誌、ダンボール、牛乳パック、雑紙（それぞれ紐で縛る

こと） 

＊問合せ先  新富町地域婦人連絡協議会  会長：橋口澄子 ☎33-2514 

             （生涯学習課） 担当：河野光典 ☎33-1022 

 
 

○日時 平成３０年１０月２９日（月） 午後１：３０開会 

○場所 新富町役場 ３階 Ａ会議室 

◆傍聴について 

 会議の傍聴をされる方は、当日、開催予定時刻の１０分前までに開催場所にて受付を済ませてく

ださい。定員を超えた場合および議案の内容により入場を制限する場合があります。 

問合せ：教育総務課（担当）甲斐
か い

雅
まさ

啓
ひろ

☎33-6079 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険の方対象の特定セット健診を下記の日程で実施します。お申し込みがまだお済みで

ない方は、いきいき健康課までお申し込みください。なお、今回のセット健診で、胃がんバリウム検

診は実施いたしません。１１月の胃がん検診の日程は健康カレンダー、ホームページをご覧の上、

受診をお願いします。 

○期日：１１月４日（日）  

○場所：新富町役場 保健相談センター 

○受付時間：午前７時３０分～午前９時００分   

○対象者：健診当日に、新富町国民健康保険に加入している２０歳以上の方 

○内容 

 ４０歳未満 ４０～６４歳 ６５歳以上 ４１、５１、６１歳 

特定健診・みつば健診・ 

わかば健診 

無料 

（２０歳以上） 

無料 無料 無料 

胃がんリスク検診 

(血液検査) 

３,４５６円 ５００円 無料 無料 

大腸がん検診 １,０８０円 ５００円 無料 無料 

前立腺がん検診 １,６２０円 

（５０歳未満） 

５００円 

（５０～６４歳） 

無料 無料 

(４１歳は除く) 

 

 問合せ：いきいき健康課（担当）関
せき

・清
きよ

成
なり

☎33-6059 

東児湯消防組合では消防法に基づき甲種防火管理者の資格を付与するための講習を次のとおり

実施します。 

講習種別 甲種防火管理新規講習 

日 時 平成３０年１１月８日(木)及び９日(金) 午前１０時～午後４時まで  

場 所 宮崎県東児湯消防組合（高鍋町大字上江４５２６番地） 

申込方法 持参又は郵送（郵送の場合は１０月２６日必着） 

受付期間 平成３０年１０月１５日（月）から１０月２６日（金）まで 

定 員 ５０名 ※児湯郡の事業所で防火管理者未選任施設を優先します。 

そ の 他 受講申込用紙は宮崎県東児湯消防組合消防署および各分遣所にあります。 

受講料は無料ですが、テキスト代１，７５０円（税込）が必要になります。 

詳しくはホームページ（http.//www.hfd119miyazaki.jp）をご覧いただくか、 

消防本部予防課までお問い合わせください。 

◎問合せ：東児湯消防本部予防課☎0983-22-1368 



農業用廃ポリフィルム・廃ビニールの受入れを行います。 

 

 いのちの電話は、２４時間３６５日活動するボランティアの電話相談機関です。 

１９７１年に東京で活動が開始されて以降、現在では全国各地に５０を超えるセンターと７，０

００人余りのボランティア相談員が活動しています。 

 いのちの電話では、電話を通して「親身になって聴いてくれる聴き手」になり、一人でも多くの

人が生きる喜びを見出せる手助けをすることを目的として活動しています。 

 宮崎いのちの電話の第１期生として、あなたも活動に参加してみませんか？ 

 相談員になるための経験・資格は問いません。充実した研修制度がありますので、未経験の方で

も安心してご参加いただけます。 

○応募資格 ： １．２０歳以上の方 ２．電話相談を対応できる心身の健康を有する方 

○応募方法 ： 事務局へお電話下さい。その後、申込書関係を送付いたします。 

○募集・書類提出期間 ： ２０１８年１２月７日まで 

○お問い合わせ先 ： 〒８８０－０８４１ 宮崎市吉村町大町甲１９３１番地 

（宮崎いのちの電話 仮事務局）医療法人真愛会 髙宮病院総務内 担当 加古 

ＴＥＬ（０９８５）３３－９５５７  ＦＡＸ（０９８５）３３－９５５８ 

 

 

 

区 分 ＜廃ポリフィルム・廃資材＞ ＜廃ビニール＞ 

収集日 １０月１８日、２５日（木） １０月１９日、２６日（金） 

時 間 ８時３０分～１２時、１３時～１５時 

回収場所 児湯農協新富茶工場（十文字） 

料金(税込) ２５円（税抜）／㎏ ６.２４円（税抜）／㎏ 

徴収方法 

○現金徴収 
○デポジット（処理料金前払制度）利用者は、処理料金を既に受領しているので、前
納してある金額の範囲内は無料となります。但し、超過した重量分は現金徴収とな
ります。 

持込方法 

 マルチ・ポリはバラバラにならないように同一資

材でしっかりと結束し、長さ１ｍ、幅５０ｃｍ程度
にまとめてください。 

ビニールはバラバラにならな
いように同一資材でしっかり
結束してください。 
黒紐は必ず抜いてください。
（白紐は可） 

 小物類は透明袋に入れ、バラバラにならないよう
に搬入してください。 

 ５００ℓポリタンク等の大きな物は切断し、かさば
らないように搬入してください。（塩ビパイプは１.
５ｍ以内に切断） 
ポリ収集時は品目ごとに置き場が異なりますので、
品目ごとに分けて搬入してください。 
農薬関係資材は洗浄してください。 

(透明袋は、廃プラ収集時に配布します。役場農業振興課･農協資材課でも常時、配布しています) 

注意事項 廃プラＩＤカードをお持ちの方は、必ず持参してください 

☆ 廃プラの野焼き・不法投棄は法律で禁止されています。適正な処理をお願いします。 
☆ 次回の収集は１２月２０日（木）、２１日（金）を予定しています。 
☆ 収集品目については、産業振興課までお問い合わせください。 
☆ 茶工場周辺の十文字の交差点は、いずれの進入路も一旦停止が必要ですので、ご注意くださ

い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：産業振興課（担当）勢
せ

井
い

康
こう

太
た

☎33-6034 


